
検討会の位置づけについて

●「適正な施工確保のための技術者制度検討会」における施策の方向性（H29とりまとめ）【前期検討会】

③技術者制度の
基本的枠組み
の再構築

①高い能力を有する
技術者の育成
～技術者の地位向上に向けて

④若年齢から活
躍できる機会
の付与

⑤働き方改革
（職場環境の改善等）
の推進

②適正な施工の
徹底
～技術者の役割の全う

適正な施工の確保
～多様化・複雑化する施工への適応

生産性の向上
～技術力の効率的・最大限の発揮

担い手の確保
～若者に魅力のある環境の創出

●適正な施工確保のための技術者制度検討会（第２期）

早期に実現を目指す施策の具体化に向けた検討
（企業集団制度の合理化、働き方改革の推進への対応）

技術者制度全体の枠組みと併せて検討が
必要な中長期的な課題についても
短期的な課題と平行して議論

中長期的な課題への対応の方向性

○令和６年度中を目途に、方向性のとりまとめ

中長期的課題短期的課題

R5.12～

技術者制度の見直し方針（R4.5とりまとめ）

（ICTを活用した兼任、試験制度の見直し）

○令和５年度中に、対応方針決定

・短期的・中長期的課題を並行して議論
・今年度は、３回開催予定
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検討議題（案）

【早期に検討すべき短期的な課題】 → 令和５年度中の結論を目指す

【中長期的な課題※】 → 令和６年度中までに、一定の方向性（方針）の整理を目指す

※前期検討会とりまとめのうち、中長期的な検討課題と考えられる課題

担い手不足や時間外労働上限規制の適用を踏まえ、働き方改革・生産性向上に資する

制度見直し等について、早期の検討が必要。

○企業集団制度の合理化（前期とりまとめ⑤５）「企業集団に関する技術者の有効活用」）

・ 連結子会社間、親会社と持分法適用会社間の在席出向の取り扱い

○働き方改革の推進への対応（前期とりまとめ⑤「働き方改革（職場環境の改善等）の推進」）

・ 監理技術者等の専任の取り扱いの明確化（休暇取得や遠隔施工管理の観点）

・ 監理技術者等を支援する者の配置（バックオフィス等による支援の観点）

○専任要件の更なる合理化・あり方等の検討（元請けと下請けに混在する主任技術者を区分の再整理含む）

○工事経験の見える化の検討（難易度の高い工事等の施工管理が、より高い技術を有する者によりなされる方策）

○悪質な不正行為に対する技術者への罰則規定の検討

○主任技術者の確認について、第三者機関による統一確認方法の検討

○対応する「施工管理技士」がない業種についての検討（機械器具設置工事業等）
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「検討会スケジュール」と「各回の審議内容等」の想定

●第５回（１２月２２日（本日））

・今回の検討会の位置づけ（報告）
・技術者制度の見直し方針（R4.5）の対応状況等（報告）
・短期的な課題の検討（審議）
・中長期的な課題について（審議）

●第６回（令和６年２月予定）

●第７回（令和６年３月予定）

・早期に検討すべき短期的な課題の検討・方針とりまとめ
・中長期的な課題の検討の進め方の確認・検討

令和６年４月～
中長期的な課題の検討のためのアンケード・ヒアリング等の実施

●第８回以降
・中長期的な課題の検討

○Ｒ６年度内 最終とりまとめ
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